
飾区建築物等の解体等工事に係る計画の事前周知に関する要綱 

 

平成 18 年 5 月 1 日 

18 環環第 86 号 

区 長 決 裁 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、建築物等の解体等工事及びアスベスト除去等工事に係る計画の事前周

知とアスベスト飛散防止に関し必要な事項を定めることにより、地域における健全な生活

環境と良好な近隣関係の保持に資することを目的とする。 

（用語） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）建築物等 建築物その他の工作物 

（２）解体等工事 建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事 

（３）元請業者等 発注者から直接解体等工事を請け負った者又は請負契約によらないで

自らその工事をする者、若しくは請負契約の発注者をいう。 

（４）近隣住民等 解体等工事を行う建築物等の敷地境界線から建築物等の高さの水平距

離（建築物等の高さの水平距離が１０メートルに満たない場合は１０メートルとす

る。）の範囲の敷地内にある建物に居住する者又は建築物等を所有する者をいう。 

（適用範囲） 

第３条 この要綱の対象となる工事の種類及び規模は、次のとおりとする。 

（１）解体等工事のうち、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１条第３号 

に定める構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事における、解体床面積 

の合計が８０平方メートル以上のもの 

（２）解体等工事のうち、大気汚染防止法(昭和４３年法律第９７号)第１８条の１７及び

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成１２年東京都条例第２１５号)

第１２４条に基づく届出が必要なアスベスト除去等工事 

（元請業者等への指導） 

第４条 区長は、解体等工事に伴う生活環境の悪化の防止及び近隣住民等との紛争を未然に

防止するため、元請業者等に対して必要な措置を講ずるよう適切な指導を行うものとする。 

（元請業者等の公害対策等） 

第５条 元請業者等は、生活環境の悪化の防止及び近隣住民等との紛争を未然に防止するた

めに解体等工事の計画にあたっては、周辺の生活環境に及ぼす影響を十分に配慮するとと

もに、第６条の規定による説明を誠意をもって行い、良好な近隣関係の維持に努めるもの

とする。 

２ 元請業者等は、近隣住民等との紛争が生じたときは、近隣住民等の立場を尊重し、誠実

かつ自主的に解決するよう努めるものとする。 

３ 元請業者等は、関係法令等を遵守するとともに、次の各号に掲げる事項に配慮するもの

とする。 



 （１）解体等工事用の建設機械を使用するときは、低騒音かつ低振動型の機械を使用する

ように努めるものとする。 

 （２）当該工事現場周辺への公衆災害防止のため、仮囲い、養生シート等を設けるととも

に、十分な危害防止の措置を講ずるものとする。また、粉じん等が生ずる場合は、散

水等適切な処置を行うものとする。 

 （３）工事現場への資機材の搬出入、工事関係車両の作業音等については、近隣住民等に

配慮し作業を行うものとする。 

（４）工事により発生する土砂、廃棄物等の搬出に際しては、周辺道路の汚損防止に努め

るものとする。 

 （５）騒音、振動、粉じん等が近隣住民等の生活環境に著しい影響を与えないよう十分な

対策を講ずるものとする。 

 （６）解体等工事を行う建築物等にポリ塩化ビフェニル、フロン等の人体又は環境に有害

とされる物質がある場合、適正に処理をしてから解体等工事に着手するものとする。 

 （７）工事現場に出入りする車両等を誘導する監視員を配置する等交通事故防止対策を講

ずるものとする。 

 （８）工事現場に苦情等の連絡先を明示するものとする。 

（事前周知） 

第６条 元請業者等は、解体等工事を行おうとするときは、当該解体等工事の開始の７日前

までのできるだけ早い時期に、工事に係る計画の内容について近隣住民等に説明するもの

とする。ただし、 飾区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例（昭和

５４年 飾区条例第２号）第６条の規定に基づく説明の際に解体等工事に係る計画の内容

を近隣住民等に説明した場合は、この限りでない。 

２ 元請業者等は、前項の説明をした場合は速やかに、その内容を別記様式により区長に報

告するものとする。 

３ 元請業者等は、近隣住民等以外の者から説明を求められた場合にも、誠意をもって応じ

るものとする。 

（説明事項） 

第７条 元請業者等は、前条第１項の規定による解体等工事の説明において、次の各号に掲

げる事項その他必要な事項を説明するよう努めるものとする。 

 （１）対象建築物等の規模及び構造 

 （２）対象建築物等の位置及び隣接建築物等との位置関係の概要 

 （３）工期、解体方法、作業時間及び作業内容等 

 （４）安全対策、騒音・振動・粉じん等に対する公害防止対策 

 （５）作業範囲、資材・廃材等の搬出経路及び工事車両の通行経路 

 （６）対象建築物等のアスベストの使用の有無、使用されている場合はその除去方法及び

アスベスト粉じんの飛散防止措置の概要 

（計画の変更等） 

第８条 元請業者等は、解体等工事の工事計画等に変更が生じた場合は、当該変更内容につ

いて速やかに、近隣住民等に対し周知するとともに、区長に報告するものとする。 

 



（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は環境部長が別に定める。 

付 則 

１ この要綱は、平成１８年 ６月 １日から施行する。 

２ 第５条の規定は、平成１８年 ６月 ８日以降に着手する建築物等の解体等工事及びア

スベスト除去等工事について適用する。 

付 則 

１ この要綱は、平成１９年 ５月１０日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、令和 ２年 ２月 １日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、令和 ４年 ４月 １日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、令和 ５年 ４月 １日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、令和 ７年 ４月 １日から施行する。 

 


